
 

 

監査委員告示第１号 

 

 地方自治法第１９９条の規定に基づく監査結果の公表について 

 

  令和３年１月２０日 

 

                  木津川市監査委員 西井  正 

                  木津川市監査委員 伊藤 紀味枝 

 

定期監査結果について 

 

 地方自治法第１９９条第４項の規定により、同条第１項及び第２項に規定する事

務の監査を実施したので、同条第９項の規定により下記のとおり公表します。 

 なお、本監査は木津川市監査基準に準拠して行ったことを申し添えます。 

 

記 

 

 １ 監査執行年月日  令和２年１２月２５日（金） 

             午前１０時００分から 

 

 ２ 監査対象部局及び監査の対象 

   建設部 指導検査課 

   （１）令和２年度入札実施状況について（令和２年１１月末時点） 

   （２）指名停止業者の把握等について 

   （３）発注業務に係る職員行動指針について 

 

   建設部 建設課・まちづくり事業推進室 

   （１）道路新設改良事業及び河川改修事業に係る事業化決定までの 

      プロセスについて 

   （２）小川内水対策事業の進捗状況について 

   （３）国道及び府道等の新設改良事業の進捗状況について 

   （４）国道２４号城陽井手木津川バイパス事業の見通しについて 

   追加資料 

   ・土地改良施設管理システムの管理費用及び運用実績について 

   ・団体営鹿背山取水地区事業負担金について 

 

   建設部 施設整備課 

   （１）各部署からの支援要請に係る営繕事業等の進捗状況について 



   

  

   （２）市営住宅使用料の収納状況について(令和２年１１月末現在) 

   （３）市営住宅改修工事費について 

 

   建設部 管理課 

   （１）令和２年度の道路、河川、公園、橋りょうの維持管理事業の 

      実施状況について 

   （２）木津川市公園都市緑化協会の損益状況と事業改善について 

   （３）市道の有料広告導入の検討状況について 

 

   建設部 都市計画課 

   （１）木津学校給食センター及び山城学校給食センターの廃止に伴 

      う跡地等の利用計画と都市計画変更について 

   （２）城山台地区の行政財産の活用方法について 

   追加資料 

   ・第２次都市計画マスタープラン（案）について 

 

 ３ 監査の方法 

    監査対象事項に係る内容及び執行状況等について、提出された監査資料に

基づき、担当職員から聴取による方法で実施した。 

 

 ４ 監 査 結 果 

    歳入歳出予算の執行状況をもとに監査対象部局の財務に関する事務の執

行について監査を行い、併せて当該部局における所掌事務の執行状況につい

て提出された監査資料に基づき、担当職員から聴取し監査を実施した結果、

監査を行った範囲内において適正に処理されていた。 

    なお、以下の点について意見を述べる。 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

  【指導検査課】 

    物品・役務に係る入札において、例年１者による入札中止案件が見られ

ることから、入札条件や仕様内容等について担当課と調整を図り、複数の

事業者が応札し競争性が発揮されるよう検討されたい。 

    また、入札については職員による最低制限価格等の情報漏洩などが発生

した場合、市の信用を失墜することになるため、入札業務に関わる職員は、

職員行動指針などの規定に基づき、適正な事務の執行にあたられるととも

に、事業者等と面談等を行った場合は、必要に応じて内容の記録等を行う

など、入札業務の透明性に一層努められたい。 

 

 

  【建設課】【まちづくり事業推進室】 

    一級河川である小川は、木津川が増水した際に木津合同樋門を締め切る

ため、小川の内水が上昇し、浸水被害が発生する恐れがある。このため、

現在、小川内水対策事業を進めているが、近年、各地で豪雨被害が発生し

ていることを勘案すると本市も例外ではないことから、本事業が早期に完

成するよう国・府と連携して事業を進められたい。 

    また、国道２４号城陽井手木津川バイパスについても、災害時の救援物

資等の輸送基幹道路として期待できることから、本市域の事業が速やかに

着手されるよう国・府などに引き続き要望活動等を実施されたい。 

 

 

  【施設整備課】 

    担当職員が複数の営繕事業を担っているが、工期末が重なっているため、

十分な完了検査が行えるよう工事の進捗管理は注意されたい。 

    市営住宅使用料の未納対策については、現年度分は十分行えており評価で

きる。過年度分についてはコロナ禍の影響もあり前年度に比べ収納率が低下

しているので、未納者に対して督促状や催告状などを発布するとともに世帯

状況を十分見極めて対策を実施されたい。 

    市営住宅２棟の解体工事費で多額の不用額が発生しているので、今後、

同種の解体費用等の予算化については今回の工事費を参考に十分精査して

適正に予算計上されるよう努められたい。 

 

 

  【管理課】 

    市内の全ての橋りょう点検が終了し、現在は整備計画に基づいて修繕等

に取り組んでいる。引き続き、計画的に修繕等を進め、橋りょうの安全性

の向上と長寿命化に努められたい。なお、危険度が高まった橋りょうにつ

いては、計画を前倒しして修繕等を進められたい。 

 



   

  

 

  【都市計画課】 

    用途廃止となった木津及び山城学校給食センターの用地等について、有

効な利活用が図られるよう遅滞なく都市計画変更を進められたい。 

 

 

 

 

 

 

 


